
介護老人保健施設あまこだサービス内容説明書 
当事業所が、あなたに提供するサービスと自己負担額は以下のとおりです。（法定代理受領を前提としています。） 
 
１．介護保険給付によるサービス   
   ①．医療・看護（あなたの病状にあわせた医療・看護を提供します。また、医師による定期診察、必要がある

場合には適宜診察しますので、看護師等にお申し付け下さい。ただし、当事業所では行えな

い処置や手術、その他病状が著しく変化した場合の医療については他の医療機関での治療と

なります。） 
   ②．機能訓練 （理学・作業療法士による機能・作業訓練をあなたの状況にあわせて行います。）  

③．排泄      （自立排泄か、時間排泄かによりおむつ使用を致します。） 
   ④．入浴・清拭  
   ⑤．離床      （寝たきり防止のため、毎日の離床のお手伝いをします。） 
    ⑥．更衣      （毎朝夕の着替えのお手伝いをします。） 
   ⑦．整容      （身の回りのお手伝いをします。） 
   ⑧．栄養マネージメント（入所者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じて多職種共働により栄

養ケアマネジメントを行います。） 
⑨．シーツ交換 

   ⑩．介護相談   （入所者とその家族からのご相談に応じます。）   等 
 
２．介護保険給付外サービス 

①．理髪・美容  ②．レクリエーション行事  ③．クラブ活動 ④．個室利用  ⑤居住費  ⑥食事 等 
                                                                                          
３．利用料金 
（１） 介護保険給付によるサービスは介護報酬告示上額の１割の額です。 
（２）介護保険給付外サービスは下記のとおりです。  

①．食費（朝）４００円／食 （昼）６００円／食 （夕）６００円／食 
食費に関しては、所得が第１段階から第３段階に該当する方は補足給付の定める負担限度額とする。 

②．教養娯楽費  １５０円／日  ③．日用品費 ２００円／日 ④．電気毛布 ３２円／日 
⑤．電気あんか   ３２円／日  ⑥．電気ポット ２１円／日  
⑦．個室（Ａ）（差額ベッド代）２，１００円／日  ⑧．個室（Ｂ）（差額ベッド代）１，５７５円／日 
⑨．２人部屋（差額ベッド代）１，０５０円／日 
⑩．調髪 １，８００円／回    ⑪．顔剃 ６００円／回    ⑫．私物洗濯料金 ６３０円／回 
⑬．居住費(多床部屋利用の場合) ５２０円／日 (個室利用の場合) １，６４０円／日 

居住費に関しては、所得が第１段階から第３段階に該当する方は補足給付の定める負担限度額とする。 
（入院外泊の際、居室が確保されている場合もこの限りとなります） 

（３）差額ベッド費用は、入所者本意の選択であり「居住費」の追加的費用です。 
（４）おやつは、ご希望によって委託業者から直接実費購入することができます。（８4 円／回） 
 
４．その他 
（１）その他、日常生活に必要な物品につきましては、ご入所者の方の全額負担となっておりますのでご了承くだ

さい。 
（２）当施設の医師で対応できる医療・看護につきましては介護保険給付サービスに含まれておりますが、当施設

で対応できない処置や手術、及び病状の著しい変化に対する医療につきましては他の医療機関による往診や

入通院により対応し、医療保険適用により別途自己負担をしていただくことになります。 


